
吹田市 福祉部 福祉指導監査室

障がい事業者担当

令和７年度集団指導

指定障害福祉サービス事業者の
適切な運営について

（共同生活援助）



1

運営基準編 (共同生活援助)



次の研修全ての修了者であること。

① 相談支援初任者研修２日課程

② サービス管理責任者基礎研修

③ サービス管理責任者実践研修

５年毎にサービス管理責任者更新研修を修了すること。

（サービス管理責任者研修と児童発達支援管理責任者研修は１本化されたため、

児童発達支援管理責任者（基礎・実践・更新）研修の修了者でも、実務経験を

満たせばサービス管理責任者として配置できます。）

障がい者(児)の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援

などの業務における実務経験が３年～８年以上あること。

※ 必要な研修を期限までに受講しているか、必ず確認してください。
受講していない場合は、要件を満たしませんのでご注意ください。

2

サービス管理責任者の就任要件
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第210条の3 指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、
入居又は退居の年月日その他の必要な事項（次項において「受給者証記載事項」という。）を、利用者の受給者
証に記載しなければならない。

２ 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しなければな
らない。

入居又は退居に際しては、利用者の受給者証に、事業者及びその事業所の名称、入居又は退居の年月日等の

必要な事項を記載すること。

契約内容報告書により支給決定を行っている市町村へ受給者証記載事項を報告すること。

※事務手続の負担軽減の観点から、市町村が審査支払事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合

であって、契約内容情報を別途管理する必要がない場合には、市町村の判断により、契約内容報告書の

提出を省略することができることとされました。

各市町村において取り扱いが異なる場合がありますので、支給決定を行っている市町村の障害福祉担当

部署の指示に従ってください。

【主な指導事項】

●受給者証の事業者記入欄に入退居の年月日等の必要な事項が記載されていない。

入退居の記録の記載等
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第210条の4 第１項、第２項（省略）

３ 指定共同生活援助事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する
費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
⑴ 食材料費
⑵ 家賃（法第34条第１項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合（同条第２項において準用
する法第29条第４項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われ
た場合に限る。）は、当該利用者に係る家賃の月額から法第34条第２項において準用する法第29条第５項の規定に
より当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。）

⑶ 光熱水費
⑷ 日用品費
⑸ 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において
も通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

４ 指定共同生活援助事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支
払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

５ 指定共同生活援助事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対
し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

お世話料、管理費、共益費、施設利用負担金、保証金、娯楽費といったあやふやな名目での費用の徴収は認め
られないので、必ず費用の内訳を明らかにしてください。

身の回り品として日常生活に必要な物品について、全ての利用者に対して一律に提供し、その費用を画一的に
徴収することは認められません。費用を徴収する場合は、必ず利用者に希望を確認し、同意を得てください。

費用を徴収する場合は、実費相当額の範囲内で徴収してください。

食材料費や光熱水費等について、概算額を前払いで求める場合は、定期的に精算し、余剰金が生じた場合は
利用者に返金してください。

利用者負担額等の受領①
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（１）利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用
（例：タオル、歯ブラシ、おむつなど、個人が使用する日用品）

（２）利用者の希望によって、教養娯楽費等として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用
（例：クラブ活動や行事における材料費、入浴に係る費用など）

【主な指導事項】

●当該費用について、運営規程や重要事項説明書に定めていない。

●当該費用の徴収について、利用者に事前に十分な説明を行い、同意を得ていない。

●当該費用に係る支払いを受けたが、領収書を交付していない。

●食材料費や光熱水費など概算額で徴収した費用について、定期的な精算が行われていない。

●管理費や共益費など、あやふやな名目で費用を徴収していた。

参照：厚生労働省通知（平成18年12月6日障発第1206002号）
「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて」

「その他の日常生活費」の具体的な範囲

利用者負担額等の受領②
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第58条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画（以下この章において「療養介護計
画」という。）の作成に関する業務を担当させるものとする。

２ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれてい
る環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この章において「アセスメント」とい
う。）を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるよ
うに支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利
用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

４ アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利
用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

５ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の
方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記
載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保
健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

個別支援計画の作成に係る業務は、サービス管理責任者が行うこと。

個別支援計画の作成に当たっては、アセスメントにより利用者の状況を十分に把握し、利用者が自立した日常生活を営むことが
できるよう適切な支援内容を検討すること。

アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思決定することに困難を抱える場合には、利用者の意思及び選考並びに判断能力等
について丁寧に把握すること。

アセスメントに当たっては、利用者に面接すること。

アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、支援の方針、生活全般の質を向上さ
せるための課題、支援目標及び達成時期、サービスを提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成すること。

個別支援計画の作成① ※療養介護の基準を準用
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（第58条）続き

６ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者及び当該利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を
招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を開催し、当該利用者の生活に対する意向
等を改めて確認するとともに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

７ サービス管理責任者は、第５項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利
用者の同意を得なければならない。

８ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しなけ
ればならない。

９ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。
以下「モニタリング」という。）を行うとともに、少なくとも６月に１回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介
護計画の変更を行うものとする。

10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない
限り、次に定めるところにより行わなければならない。
⑴ 定期的に利用者に面接すること。
⑵ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 第２項から第８項までの規定は、第九項に規定する療養介護計画の変更について準用する。

利用者に対する支援に当たる担当者等を招集して行う会議（個別支援会議）を開催し、個別支援計画の原案について意見を
求めること。
個別支援計画について、利用者又はその家族に対し説明し、文書による同意を得ること。
個別支援計画を作成した際は、利用者及び計画相談支援事業者に交付すること。
個別支援計画の実施状況の把握（モニタリング）を行うとともに、少なくとも６月に１回以上、計画の見直しを行い、必要に
応じて計画の変更を行うこと。
モニタリングに当たっては、利用者に面接し、その結果を記録すること。

個別支援計画の作成② ※療養介護の基準を準用
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【主な指導事項】
●サービス管理責任者が個別支援計画の作成に係る一連の業務を行っていない。
→サービス提供の担当者等が計画を作成し、サービス管理責任者が実質的に関与していない。

●アセスメントが（十分に）行われていない。

●個別支援計画の作成に係る会議（個別支援会議）を開催し、計画の原案の内容について意見を求めてい
ない。

●個別支援会議の内容（開催日・参加者・聴取した意見等）を記録していない。

●個別支援計画が作成されていない又は作成が遅延している。

●個別支援計画について、利用者に対する説明が行われていない。同意が得られていない。

●個別支援計画を利用者及び計画相談支援事業所に交付していない。

●モニタリングが行われていない。モニタリング結果を記録していない。

●個別支援計画の見直しが定期的に（６月に１回以上）行われていない。

※ サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画等が作成されていない場合
基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合

個別支援計画未作成減算が適用されます

個別支援計画の作成③
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第210条の7 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携
及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

２ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活
援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで
きるものとする。以下「地域連携推進会議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議において、
事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

３ 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね１年に１回以上、当該地域連携推進会議の構成員
が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。

４ 指定共同生活援助事業者は、第２項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなけれ
ばならない。

５ 前３項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価
の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。

地域連携推進会議の開催（おおむね１年に１回以上）
利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者、市町村の担当者等により構成

される会議を開催し、運営状況の報告や必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

共同生活住居の見学（おおむね１年に１回以上）
地域連携推進会議の構成員が、共同生活援助住居を見学する機会を設けなければならない。

記録の作成等
会議の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表しなければならない。

※ 外部評価を受け、当該評価の実施状況の公表等を実施している場合には、適用されません。
※ 日中サービス支援型における協議会への報告義務はこれまでと同様です。

地域との連携等（令和７年度から義務化）
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第70条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関す
る具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しな
ければならない。

２ 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
３ 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなけ

ればならない。

根拠法令による分類
・非常災害対策計画（厚生労働省令）
・消防計画（消防法）
・避難確保計画（水防法・土砂災害法・津波法）・・・対象事業所のみ

避難、救出、消火等の訓練を年２回以上実施

【主な指導事項】

●非常災害に関する具体的な計画（非常時の連絡体制や地震を含む自然災害を網羅した避難マニュアル

を含む）が策定されていない。

●定期的な避難、救出、消火、その他必要な訓練が行われていない。

●消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が整備されていない。

非常災害対策について① ※療養介護の基準を準用



11

平成29年、水防法等の一部を改正する法律（平成29年法律第31号）が施行され、洪水浸水想定区域
内等、又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、「避難確保計画」の作成、避難
訓練の実施が義務付けられました。

河川氾濫等水害の浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内にある事業所で、「吹田市地域防災計画」
に記載されている事業所が、避難確保計画作成の対象となります。

対象となる事業所は、吹田市ホームページ（ページ番号：1004231）
「水防法改正に伴う、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施」に掲載さ
れています。避難確保計画のひな型も掲載されていますので、確認してください。

新規に指定された事業所につきましては、地域防災計画に反映されるまで、タイムラグが生じます
ので、「浸水想定区域」、「土砂災害警戒区域」、について吹田市又は、大阪府のホームページ
から検索し、自身が所属する事業所が対象とならないか、確認してください。

対象区域内の事業所で、避難計画を吹田市に提出していない等、義務の履行ができていない事業所
の管理者は、早急に対応してください。

避難確保計画

非常災害対策について②

https://www.city.suita.osaka.jp/anzen/1017894/1017911/1004231.html
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第75条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
２ 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定

療養介護を提供した日から５年間保存しなければならない。
⑴ 第58条第１項に規定する療養介護計画
⑵ 第53条の２第１項に規定するサービスの提供の記録
⑶ 第65条に規定する市町村への通知に係る記録
⑷ 次条において準用する第35条の２第２項に規定する身体拘束等の記録
⑸ 次条において準用する第39条第２項に規定する苦情の内容等の記録
⑹ 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

事業者は、少なくとも次の記録については、サービスを提供した日から、５年以上保存しなければならない。
・個別支援計画
・サービス提供に関する諸記録
・身体拘束等の記録
・苦情の内容等の記録
・事故報告書

【主な指導事項】

●事業で必要な記録が整備されていない。

●サービス提供に関する諸記録が５年間保存されていない。

記録の整備 ※療養介護の基準を準用
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報酬算定編 (共同生活援助)



人員基準上必要とされる世話人、生活支援員の員数を満たしていない場合には、

利用者全員について減算を適用する必要があります。

【減算期間】

（1）人員基準上必要とされる従業者の員数が１割を超えて減少した場合

→ 人員欠如した月の翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで

（2）人員基準上必要とされる従業者の員数が１割の範囲内で減少した場合

→ 人員欠如した月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで

【減算割合】

・減算適用１月目及び２月目・・・所定単位数の70％で算定

・減算適用３月目以降・・・・・・所定単位数の50％で算定

14

サービス提供職員欠如減算



サービス管理責任者は利用者の数に応じて、常勤１人以上配置する必要があります。

人員基準上必要とされるサービス管理責任者の員数を満たしていない場合には、

利用者全員について、減算を適用する必要があります。

【減算期間】

人員欠如した月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで

【減算割合】

・減算が適用される月から５月未満の月・・・・・・所定単位数の70％で算定

・減算が適用される月から連続して５月以上の月・・所定単位数の50％で算定

（例）４月にサービス管理責任者が欠如し、７月１日に解消した場合、

６月と７月にサービス管理責任者の人員欠如減算が適用される

15

サービス管理責任者欠如減算
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以下の要件を満たしていない場合、減算を適用する必要があります。

・サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画を作成すること。

・個別支援計画作成に係る一連の業務を適切に行い、その記録を残すこと。

【減算期間】

当該利用者について未作成月から解消されるに至った月の前月まで

【減算割合】

・未作成１月目及び２月目・・・所定単位数の70％

・３月目以降・・・・・・・・・所定単位数の50％

個別支援計画未作成減算
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情報公表未報告減算
利用者が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるよう、事業者は、障害

福祉サービス等情報公表システム（WAM NET）を通じて、情報公表対象支援情報（サービスの内容、
事業所の運営に関する情報、経営情報）を、吹田市へ報告しなければなりません。

システム上で、情報が未報告となっている事業所は、利用者全員について減算を適用する必要が

あります。

【減算期間】

情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない事実が生じた月の翌月から、報告を行っていない

状況が解消されるに至った月まで

【減算割合】

所定単位数の１０％を減算

報告の期限（障害福祉サービス等事業者経営情報を除く）

・基準日（４月１日）以前において指定を受けている事業者については、毎年７月末まで

・新たにサービスの提供を開始する事業者は指定を受けた日から１月以内

障害福祉サービス等事業者経営情報の報告期限

・当該障害福祉サービス等事業者の毎会計年度終了後、３月以内

※経過措置として、令和７年度内に実施されるべき報告（令和６年１月1日から同年12月31日の期間中に開始した会計年度に
    関する報告）に限り、令和８年３月31日までに報告
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業務継続計画(BCP)未策定減算

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供

できる体制を構築するため、業務継続計画の策定の徹底を求める観点から、以下の措置

が講じられていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

・感染症及び非常災害の両方の業務継続計画の策定

・当該業務継続計画に従い従業者に対する研修及び訓練の実施（１年に１回以上）

【減算期間】

減算が適用される要件に該当した月の翌月から、基準に満たない状況が解消されるに

至った月まで

【減算割合】

所定単位数の３％を減算
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身体拘束廃止未実施減算

以下の措置を講じていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

（１）身体拘束等を行った際の記録

（２）身体拘束適正化検討委員会の定期開催（１年に１回以上）

（法人単位での開催や虐待防止委員会と一体的に開催することも可能）

（３）身体拘束等の適正化のための指針の整備

（４）身体拘束等の適正化のための研修の実施（１年に１回以上）

【減算期間】

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで

【減算割合】

所定単位数の１０％を減算
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虐待防止措置未実施減算

以下の措置を講じていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

（１）虐待防止委員会の定期開催（１年に１回以上）

（法人単位での開催や身体拘束適正化検討委員会と一体的に開催することも可能）

（２）虐待防止のための研修の実施（１年に１回以上）

（３）虐待防止担当者の設置

【減算期間】

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで

【減算割合】

所定単位数の１％を減算



以下の算定要件を満たしているものとして、吹田市に届出た場合に算定可能。

（介護サービス包括型の例）

●人員配置体制加算（Ⅰ）
事業所に置くべき世話人及び生活支援員に加え、特定従業者数換算方法で、利用者の数を１２で除し

て得た数以上の世話人又は生活支援員が配置されている事業所において、利用者に対し、指定共同生活
援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、１日につき所定単位数を加算

21

人員配置体制加算

特定従業者数換算方法とは

「基準の規定により置くべき世話人等」及び「当該加算を算定するに当たり加配すべき世話人等」
の勤務延べ時間数を、それぞれ「当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数」に変えて、
「40時間」で除することにより、当該加算の算定に当たっての従業者数の員数に換算する方法をいう。
（小数点第2位以下を切り捨て）
また、当該加算における従業者の勤務延べ時間数の算出においては、労働基準法第34条第１項にお

ける最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については含めるものとして差し支えない。

●人員配置体制加算（Ⅱ）
事業所に置くべき世話人及び生活支援員に加え、特定従業者数換算方法で、利用者の数を３０で除し

て得た数以上の世話人又は生活支援員が配置されている事業所において、利用者に対し、指定共同生活
援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、１日につき所定単位数を加算



福祉専門職員配置等加算
以下の算定要件を満たしているものとして、吹田市に届出た場合に算定可能。

正規又は非正規雇用に関わらず、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している
従業者を指します。

※加算の変更又は取下げは、届出が必要になります。従業者の異動や退職等があった際は、
必ず加算の算定要件を満たしているかを確認してください。 22

常勤で配置されている従業者とは

加算の区分 算 定 要 件

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
世話人又は生活支援員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の割合が３５％以上

福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
世話人又は生活支援員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の割合が２５％以上

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

※①又は②のいずれかを満たすこと

①世話人又は生活支援員の総数（常勤換算方法による）のうち、
常勤で配置されている従業者の割合が７５％以上

②世話人又は生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、
勤続３年以上従事している従業者の割合が３０％以上

 ※勤続３年以上とは、同法人の他の障害福祉サービス事業所等で直接支援業務に
従事した期間を含めることができる



看護職員配置加算
指定障害福祉サービス基準に定める員数に加え、専ら共同生活援助事業所の職務に従事する看護

職員を、常勤換算方法で１以上配置しているものとして、吹田市に届出た場合に、１日につき
所定単位数を加算

複数の共同生活住居を有する事業所においては、適切な支援を行うために必要な数の人員を確保
する観点から、常勤換算方法により、看護職員の員数が１以上かつ利用者の数を２０で除して得た
数以上であること。

利用者の状況に応じて、以下の支援を行うこと。
⑴ 利用者に対する日常的な健康管理
⑵ 医療ニーズが必要な利用者への看護の提供等
⑶ 定期又は緊急時における医療機関との連絡調整及び受診等の支援
⑷ 看護職員による常時の連絡体制の確保
⑸ 重度化した利用者の対応に係る指針の作成及び入居時における利用者又は家族への説明

並びに同意

※ 医療連携体制加算(医療連携体制加算(Ⅵ)を除く）との併給はできません

23



夜間支援等体制加算①

24

加算の区分 算 定 要 件

夜間支援等体制加算(Ⅰ)

夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の
支援を提供できる体制を確保している場合、夜間支援対象利用者の数及び障害支援区分に応じ、１日
につき所定単位数を加算

・原則として、夜間支援従事者を、利用者が居住する住居に配置すること
・複数の住居の利用者に対して夜間支援を行う場合は、概ね１０分以内の地理的条件にあり、
利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、特別な連絡体制が確保されていること

・１人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、５か所２０人まで
・就寝前から起床後までの間、夜勤を行う専従の夜間支援従事者が配置されていること
・就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援、緊急時の対応等を行うこと
・夜間支援の内容について個別支援計画に位置付けること
・1 人の夜間支援従事者が複数の住居の夜間支援を行う場合は、少なくとも一晩に1 回以上
住居を巡回すること

夜間支援等体制加算(Ⅱ)

宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な支援を提
供できる体制を確保している場合、夜間支援対象利用者の数に応じ、１日につき所定単位数を加算

・原則として、夜間支援従事者を、利用者が居住する住居に配置すること
・複数の住居の利用者に対して夜間支援を行う場合は、概ね１０分以内の地理的条件にあり、
利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、特別な連絡体制を確保されていること

・１人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、５か所２０人まで
・就寝前から起床後までの間、宿直を行う専従の夜間支援従事者が配置されていること
・定期的な居室の巡回や電話の収受、緊急時の対応等を行うこと
・1 人の夜間支援従事者が複数の住居の夜間支援を行う場合は、少なくとも一晩に1 回以上
住居を巡回すること



夜間支援等体制加算②

25

加算の区分 算 定 要 件

夜間支援等体制加算(Ⅲ)

夜間及び深夜の時間帯を通じて、必要な防災体制又は利用者に病状の急変や、その他の緊急の事態
が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保している場
合、１日につき所定単位数を加算
・夜間防災体制について、警備会社と共同生活住居に係る警備業務の委託契約を締結している
・夜間及び深夜の時間帯の連絡体制が確保されていること

夜間支援等体制加算(Ⅳ)
加算(Ⅰ)を算定している事業所において、夜勤を行う夜間支援従事者を加配し、共同生活住居を巡
回させることにより、夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の提供が行える体制を確保して
いる場合、夜間支援対象利用者の数に応じ、１日につき所定単位数を加算

夜間支援等体制加算(Ⅴ)
加算(Ⅰ)を算定している事業所において、夜勤を行う夜間支援従事者を加配し、共同生活住居を巡
回させることにより、夜間及び深夜の一部の時間帯において必要な介護等の提供が行える体制を確
保している場合、夜間支援対象利用者の数に応じ、１日につき所定単位数を加算

夜間支援等体制加算(Ⅵ)
加算(Ⅰ)を算定している事業所において、宿直を行う夜間支援従事者を加配し、共同生活住居を巡
回させることにより、夜間及び深夜を通じての定時的な居室の巡回や緊急時の支援の提供が行える
体制を確保している場合、夜間支援対象利用者の数に応じ、１日につき所定単位数を加算

●夜間に支援を行ったことが分かるよう必ず記録を残すこと（支援内容や巡回した時間など）

●夜間支援対象利用者数は、前年度の平均利用者数の考え方を用いて算出（小数点第１位を四捨五入した整数）
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重度障害者支援加算
障害支援区分６であって重症心身障害者等重度障害者等包括支援の対象となる者又は障害支援区分４以上の強度

行動障害を有する者が利用している場合であって、指定基準に定める人員基準に加えて生活支援員を加配するとと
もに、以下の算定要件を満たしているものとして、吹田市に届出た場合に算定可能。
（生活支援員の加配は、常勤換算方法で、指定基準を超える生活支援員が配置されていれば足りるものである。）

加算の区分 算 定 要 件

重度障害者支援加算(Ⅰ)

生活支援員の２０％以上が、強度行動障害支援者養成研修の基礎研修の修
了者である事業所において、実践研修修了者作成の支援計画シート等に基
づき、強度行動障害を有する利用者（区分６かつ行動関連項目１０点以
上）に対して個別支援を行った場合

重度障害者支援加算(Ⅱ)

生活支援員の２０％以上が、強度行動障害支援者養成研修の基礎研修の修
了者である事業所において、実践研修修了者作成の支援計画シート等に基
づき、強度行動障害を有する利用者（区分４以上かつ行動関連項目１０点
以上）に対して個別支援を行った場合

※ 次ページ以降に、「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の参考様式をお示ししています。

●強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従業者養成研修の修了者が支援計画シート等を作成すること。

●支援計画シート等については、原則として週に１回以上、利用者の様子を観察し、３月に１回程度の頻度で見直す
こと。

●共同生活援助において個人単位で居宅介護等を利用している者は、当該加算を算定できません。



「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」
（平成26年３月31日障障発0331第８号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課長発出）
「支援計画シート（例）」を引用

27

支援計画シートの作成について

・支援計画シートは個別支援計画とは作成
の目的や活用方法が異なるため、それぞれ
作成が必要です。

・支援計画シートの作成は有資格者（強度
行動障害支援者養成研修（実践研修）修了
者）である必要があるため、作成者を明記
してください。

・加算の算定要件をいつから満たしていた
のかを明確にするため、支援計画シートの
作成日を明記してください。
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支援手順書兼記録用紙の作成について
※この用紙が作成されていない事例が多
数あり、改善を求めています。

・「サービス手順」の内容は、支援計画
シートの内容を反映し､支援計画シートを
作成することができる有資格者（実践が
あらかじめ記入しておいてください。

・「チェック・様子」の内容は、実際に
サービスを提供した支援者が手順どおり
に支援できたのかなどを記入し、サービ
スの提供の記録とは別に、サービスの提
供日ごとに作成する必要があります。

・支援内容や利用者の反応等は具体的に
記録に残し、定期的に再アセスメントす
る必要があります。



日中支援加算
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日中支援加算(Ⅰ) 高齢又は重度の障害者（65歳以上又は障害支援区分４以上）であって、日中を共同生活住
居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者

日中支援加算(Ⅱ) ・共同生活援助等と併せて支給決定されている日中活動サービスを利用することとなって
いる日に当該サービスを利用することができないとき

・サービス等利用計画又は個別支援計画に位置付けて計画的に地域活動支援センター、介
護保険サービス、精神科デイ・ケア等を利用している者が利用することとなっている日
に利用することができないとき

・就労している利用者が出勤予定日に出勤できないとき

対象者（算定できる条件）

日中支援従事者の配置
・人員基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて、日中支援従事者を加配しなければならない。
・日中支援従事者の勤務時間については、人員基準で規定する生活支援員又は世話人の員数を算定する際の勤務時間
に含められない。（日中支援従事者は生活支援員・世話人以外の委託された者でも可）

加算の算定方法
・共同生活援助事業所ごとに、日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。
・日中支援対象利用者の数には、日中支援加算(Ⅰ)と日中支援加算(Ⅱ)の日中支援対象利用者数を合算する。
・個別支援計画に位置付けた上で、日中支援を行った場合に加算が算定できる。

●加算(Ⅰ)は土日、祝日の算定は不可。
●加算(Ⅱ)は、日中活動サービス等の利用予定日が土日、祝日であれば算定可能。
●共同生活援助において個人単位で居宅介護等を利用している者は、当該加算を算定できません。



入院時支援特別加算／長期入院時支援特別加算
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入院期間が３日以上７日未満 少なくとも１回以上は病院等を訪問する必要がある。

入院期間が７日以上 少なくとも２回以上は病院等を訪問する必要がある。

入院時支援特別加算
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者に対し、病院又は診療所を訪問し、入院期間中（入院の

初日及び最終日を除く）の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円
滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に算定可能（月1回を限度）

長期入院時支援特別加算
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者に対し、病院又は診療所を概ね週に１回以上訪問し、

入院期間中（入院の初日及び最終日を除く）の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行う
とともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に算定可能。
（入院初月から３月に限る）

入院期間が３日以上
原則、週に１回以上病院等を訪問する必要がある。１回の入院で月をまた
がる場合は当該加算を算定できる期間の属する月を含め最大３月間まで算
定可能であり、２月目以降は、２日目までは当該加算を算定できない。

●入院時に支援が必要な利用者については、個別支援計画に位置付けること。
●病院等を訪問し、病院等との連絡調整及び被服の準備等の支援の内容を記録すること。



帰宅時支援加算／長期帰宅時支援加算
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帰宅期間が３日以上７日未満 個別支援計画に基づき、利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や
交通手段の確保等の支援を行った場合に、１月における外泊の日数
(外泊の初日及び最終日を除く)に応じ、所定単位数を算定帰宅期間が７日以上

帰宅時支援加算

長期帰宅時支援加算

帰宅期間が３日以上
個別支援計画に基づき、利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や
交通手段の確保等の支援を行った場合に、外泊期間(外泊の初日及び
最終日を除く)に応じ、１日につき所定単位数を算定

●帰宅時に支援が必要な利用者については、個別支援計画に位置付けること。

●外泊中、家族等との連携を十分図ることにより、利用者の居宅等における生活状況等を十分
把握するとともに、その内容について記録すること。



医療連携体制加算
医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ当該看護職員が利用者に対して看護の提供又は認定

特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定可能。
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医療連携体制加算(Ⅰ)
看護職員が事業所を訪問して利用者（８人を限度）に対して看護を行った
場合（１時間未満）

医療連携体制加算(Ⅱ)
看護職員が事業所を訪問して利用者（８人を限度）に対して看護を行った
場合（１時間以上２時間未満）

医療連携体制加算(Ⅲ)
看護職員が事業所を訪問して利用者（８人を限度）に対して看護を行った
場合（２時間以上）

医療連携体制加算(Ⅳ)
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者（８人を限
度）に対して看護を行った場合

医療連携体制加算(Ⅴ) 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合

医療連携体制加算(Ⅵ) 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合

医療連携体制加算(Ⅶ) ※要届出
日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる等の体制を整備し
ている事業所の場合

●利用者ごとに主治医から看護の提供等に関する指示書が必要です。
●看護や医療的ケアを実施した場合は、日時・提供者・看護等の内容について具体的に記録すること。
●看護職員配置加算との併給はできません。（Ⅵを除く）
●医療的ケア対応支援加算との併給はできません。
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【障がい福祉サービス等事業者のホームページ】

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/index.html
（ホームページ内検索用ページ番号 1022381）

【障がい福祉サービス事業者等集団指導のホームページ】

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/1039006.html
（ホームページ内検索用ページ番号 1039006）

＜参考＞

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/index.html
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/1039006.html

	スライド 0
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33

